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▼入場券　有権者一人ひとりに郵送します。入場券

には、有権者の氏名や投票場所が記載されています。

投票日当日や期日前投票をする時には、忘れずに持

参してください。

▼期日前投票　投票日当日に仕事などのため、投票

所で投票できない方は、選挙期日前であっても、投

票日と同じく投票用紙を直接投票箱に入れ投票する

ことができます。

▼不在者投票　選挙人名簿登録地（当別町）以外の

選挙管理委員会や病院、老人ホームなどで行う投票

などは、不在者投票となります。

　身体に重度な障がいのある方は、郵便等による不

在者投票も可能ですので、お問い合わせください。

▼選挙公報　選挙公報には、候補者自身の政治姿勢

や政治信条などが記載されています。町内会の協力

で全戸配付しますが、役場庁舎と太美出張所にも備

えています。

▼ポスター掲示　町内 80 カ所に立候補者のポス

ター掲示板を設置します。掲示板の破損や倒壊を発

見したときは、町選挙管理委員会へご連絡ください。

▼開票　4 月 24 日（日）、午後 9 時 15 分から町総

合体育館（白樺町）で行います。

※選挙権年齢の引き下げは、7 月執行予定の参議院

　議員通常選挙からとなり、今回の選挙の選挙権は

　20 歳以上ですので、ご注意ください。

衆議院北海道第 5 区選出議員補欠選挙

衆議院衆議院
補欠選挙補欠選挙
４月２４日

投票日　  4 月 24 日（日）　午前 7 時 ～ 午後 8 時

期日前
投票

告示日　  4 月 12 日（火）

午前 8 時 30 分 ～ 午後 8 時
役場１階大会議室にて

■ 問合せ■ 問合せ　町選挙管理委員会事務局　町選挙管理委員会事務局

 　 　☎☎ 23 － 233023 － 2330

臨時福祉臨時福祉
給付金給付金

高齢者向け

　「一億総活躍社会」の実現に向

け、賃金引上げの恩恵が及びにく

い所得の低い 65 歳以上の方を支

援し、平成 28 年前半の個人消費

を下支えすることを目的として、

「年金生活者等支援臨時福祉給付

金（高齢者向け）」を実施します。

▼対象者

　平成 27 年度臨時福祉給付金の

対象者のうち、平成 28 年 4 月 1

日から平成 29 年 3 月 31 日まで

の間に 65 歳以上となる方。

※生活保護等を受けている方は、

　対象となりません。

▼給付額

　対象者 1 人あたり　30,000 円

年金生活者等支援臨時福祉給付金

※平成 27 年度臨時福祉
　給付金の対象者とは、

※

　平成 27 年 1 月 1 日時点　

で当別町に住民票があり、

平成 27年度分町民税の均等

割が課税（または課税者に

 扶養等）されない方です。

4 月 13 日（水）
  ～ 23 日（土）



92016 年 3 月号

　必要書類

① 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 

　 照会書（郵送されたハガキ）

　※ハガキの回答書に「住所・氏名」を記載ください。

② 通知カード（昨年送付された紙製の緑色のカード）

③ 本人が確認できる書類１点または２点

　・運転免許証など顔写真入りのものであれば１点

　・健康保険証、年金手帳、銀行キャッシュカード・

　　通帳などであれば２点

④ 住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）

　受け取りの際には
　暗証番号が最低２つ必要です！

　暗証番号設定が必要なものは、次の 4 つです。

　暗証番号を必ず事前にご用意の上お越しください。

　※ 証明書等を使わないという場合でも、暗証番号

       の設定が必要です。

証明書 暗証番号の桁数

署名用電子証明書 英数字で 6 ～ 16 文字

利用者証明用電子証明書 数字 4 桁 同じ
暗証番号を
設定できます

住民基本台帳 数字 4 桁

券面事項入力補助用 数字 4 桁

■ ■ 個人番号カードの問合せ個人番号カードの問合せ　　
　 住民課戸籍年金係　　 住民課戸籍年金係　☎☎ 23 － 246323 － 2463

■ ■ マイナンバー総合フリーダイヤルマイナンバー総合フリーダイヤル　　
　 　 ☎☎ 0120 － 95 － 0178（無料）0120 － 95 － 0178（無料）

マイナンバマイナンバーー
個人番号カード

（マイナンバーカード）

を申請された方へ

・個人番号カードの申請は任意です。
　希望する方のみ申請してください。
・個人番号カードを再発行する場合のみ、
　手数料が 1,000 円かかります。

通知書（通知書（ハガキ）が届いたらハガキ）が届いたら
役場 1 階①番窓口「戸籍年金係」へ役場 1 階①番窓口「戸籍年金係」へ

　右の必要書類を持参のうえ、カードを受け取りに

おいでください。

【注意】ご本人の受け取りとなります。

          （病気、障害等やむを得ずお越しになることが

　　　  難しい場合はご連絡ください。）

　個人番号カード（マイナンバーカード）ができ次第、

「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書」

と記載されたハガキにて順に、お知らせしています。

　ハガキが届いていない場合には、もうしばらく

お待ちください。

■ ■ 問合せ問合せ　　
　　 臨時福祉給付金実施本部 臨時福祉給付金実施本部
　 （ゆとろ内） 　 （ゆとろ内） ☎☎ 25 － 266725 － 2667

▼申請手続き等

　平成 28 年 4 月上旬（予定）に、

対象となる方に案内文書・申請書

等を郵送します。また、平成 27

年度臨時福祉給付金の手続き等を

行っていない方には、案内文書を

郵送します。

　申請期間など詳しくは、郵送さ

れる案内文書をご覧ください。

※申請書等の郵送がされなかった

　場合でも、ご自身が給付対象者

　と思われる方は、お問合せくだ

　さい。

※平成 27 年 1 月 2 日以降に転入

　された方は、前住所地での申請

　となります。具体的な手続きな

　どは、前住所地の自治体へご確

　認ください。

を支給します 国勢調査速報値

当別町 人　口：17,290 人

　　　 世帯数：   7,327 世帯

　前回調査（平成 22 年）時と

比較すると人口は 1,476 人の減、

世帯数は 73 世帯の減となって

います。国勢調査にご協力いた

だきありがとうございました。

平成 27 年

　平成 27 年 10 月 1 日基準日

で実施された国勢調査の速報値

をお知らせします。
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農地の賃借料情報

賃貸借された地区名

田（水稲）の部
（10a 当たり、単位：円 / 年）

畑（普通畑）の部
（10a 当たり、単位：円 / 年）

平均額 最高額 最低額 筆数 平均額 最高額 最低額 筆数

青山・弁華別・茂平沢・六軒町・中小屋・金沢・
樺戸町・若葉・上当別・下川町・本町市街地

16,400 20,000 8,000 180 6,400 7,500 5,000 6

東裏・対雁・蕨岱 17,800 18,500 17,500 20 7,200 8,000 7,000 5

川下・当別太・獅子内の一部・ビトエ・
太美市街地

17,700 20,000 14,000 77 7,600 9,000 7,000 12

高岡・獅子内の一部
（道道岩見沢石狩線の北側）

19,200 20,000 18,300 7 6,700 7,500 5,000 6

当別ダム以北 10,000 10,000 10,000 21 － － － 0

当別町平均 16,400 － － 305 7,000 － － 29

路線バス「当江線」

廃止します

　昭和 18 年から当別町と江別市を結ぶ交通手段と

して、民間事業者により運行されていた路線バス「当

江線」は、利用者数の減少等の事情により当別町と

江別市と運行事業者である下段モータースの３者で

協議を重ねた結果、平成 28 年 3 月 31 日をもって

運行を終了することになりましたので、お知らせし

ます。

▼当江線最終運行日

　平成 28 年 3 月 31 日

▼問合せ

　㈲下段モータース（☎ 23 － 2630）

　役場企画課企画振興係（☎ 23 － 3042）

　平成 26 年 12 月から平成 27 年 11 月までに農用地利用集積

計画で賃貸借された賃借料は、次のとおりです。賃借料を決定

する際の目安としてください。

　なお、平均額は各区分の平均値を筆数により加重平均した値、

金額は下 2 桁の値を四捨五入しています。

▼問合せ　農業委員会事務局（役場第 2 庁舎内・☎ 23 －

3279）

水耕栽培実証実験

実施中！

　当別町では地方創生交付金の採択を受け、再生可

能エネルギーを活用した水耕栽培実証事業を旧青少

年会館（太美町）で実施しています。

　これは冬季における農業の活性化を目的に実証実

験を行うもので、地中熱、人工光である「LED」、

育成データなどを情報化する「ICT 技術」を使い、

いちごやレタスを試験栽培します。

▼問合せ　プロジェクト推進室（☎ 23 － 3767）


